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l
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中
都
市
竹
村
共
同
施
設
管
理
鮭
合
規
約
の
憲
に
芝
で

遠
雷
治
空
将
勅
1
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毒
-
第
六
十
-
)
-
-
-
粂
琴
表
の
慧
陀
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･

村
共
同
施
設
管
理
組
合
規
約
を
次
の
と
お
力
変
更
す
る
｡
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九
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二
十
八
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成
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芳
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掌
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q
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専
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一
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三
朝
町
或
会
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長
庭
田
頚

中
部
市
町

へ

%

l

　

　

　

＼

3

　

　

　

　

　

　

L

･

‥

l

　

　

　

　

ヾ

㌦震



｢

T

中
部
市
町
村
共
同
施
設
管
理
組
合
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
規
約

中
部
市
町
村
共
同
施
設
管
理
組
合
規
約
(
昭
和
四
十
六
年
=
月
一
日
許
可
)
の
】
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

中
部
広
域
行
政
管
理
組
合
規
約

竺
粂
中
｢
中
部
市
町
村
共
同
施
設
管
理
組
合
｣
を
｢
中
部
広
域
行
政
管
理
組
合
｣
に
改
め
る
｡

第
三
粂
第
八
号
を
削
り
,
第
七
号
を
第
八
号
と
し
,
竺
号
か
ら
讐
ハ
号
ま
で
を
盲
ず
つ
繰
り
下
げ
､

同

条

に

第

1

号

と

し

て

次

の

7

号

を

加

え

る

｡

1
　
広
域
市
町
村
圏
の
振
興
空
欄
に
関
す
る
計
画
の
講
定
及
び
広
域
市
町
村
圏
計
画
に
基
.
つ
く
事
業
実

施
の
連
絡
調
蔓
に
関
す
る
こ
と
｡

用
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

(
組
合
.
の
議
会
の
寵
放
及
び
響
只
の
.
選
挙
の
方
法
)

第
五
粂
　
組
合
の
議
会
の
議
員
の
定
数
は
･
十
八
人
と
し
､
組
合
市
町
村
の
読
会
に
お
い
て
議
員
の
う
ち
か

ら
次
の
区
分
に
ょ
り
選
挙
す
る
｡

念
書
市
　
九
人

三

朝

町

　

一

人

羽

合

町

　

1

人

関

金

町

　

一

人

泊

　

村

　

一

人

北

条

町

　

一

人

東

郷

町

　

1

人

大

栄

町

　

一

人



東

伯

町

　

一

人

　

　

　

赤

碕

町

　

一

人

2
　
組
合
の
議
会
の
議
員
に
欠
員
を
生
じ
た
と
き
は
､
当
該
欠
員
と
な
っ
た
議
員
を
選
挙
し
た
組
合
市
町

村
の
議
会
は
､
這
ち
に
補
欠
選
挙
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
t
い
｡

第
六
条
中
　
｢
長
及
び
｣
　
を
削
る
｡

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(
理
事
会
)
･

第

八

粂

　

組

合

に

'

理

事

会

を

置

く

｡

＼
＼

2

　

理

事

は

'

組

合

市

町

村

の

長

を

も

っ

て

充

て

る

｡

5

　

理

事

会

に

理

事

長

一

人

を

毘

く

｡

4
　
理
事
長
は
'
理
事
が
互
選
す
る
.

5
　
理
事
長
は
'
理
事
会
に
関
す
る
事
務
を
処
理
し
'
理
事
会
を
代
表
す
る
｡

ム
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
'
理
事
会
の
組
成
及
び
運
営
に
閑
し
必
宴
な
事
項
は
'
理
事
金
が
定

め
る
｡

男
十
1
条
の
見
出
し
中
｢
組
合
の
｣
を
削
り
へ
　
同
条
第
1
項
中
｢
分
抱
金
｣
を
　
｢
負
損
金
｣
　
に
改
め
'

同
条
第
二
項
中
｢
分
担
金
の
負
担
の
蛮
及
び
方
法
は
'
組
合
の
議
会
に
お
い
て
｣
を
｢
負
担
金
の
総
額
及

び
組
合
市
町
村
の
負
担
す
べ
き
頬
は
'
退
事
会
が
組
合
議
会
の
詩
決
を
経
て
｣
に
改
め
'
同
条
を
第
十
二
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一

条
と
す
る
｡

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(
職
　
員
)

第
十
条
　
組
合
に
必
要
な
吏
員
､
そ
の
他
の
響
貝
を
置
き
､
理
事
会
が
こ
れ
を
任
免
す
る
｡
た
だ
し
､
消

防
職
員
の
･
う
ち
消
防
長
以
外
の
職
員
に
つ
い
て
は
'
理
事
会
の
蔑
認
を
得
て
消
防
長
が
任
免
す
る
｡

2
前
項
の
職
員
の
定
数
は
'
条
例
で
定
め
る
｡

第
十
条
を
第
十
一
条
と
す
る
｡

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(
監
査
委
員
)

帯
九
兵
　
組
合
に
監
査
委
員
三
人
を
僅
く
｡

2
　
監
査
委
員
は
,
理
事
会
が
組
合
の
議
会
の
同
意
を
得
て
'
財
務
管
理
又
は
事
業
の
経
営
管
理
に
つ
い

て
専
門
の
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
･
者
(
以
下
｢
知
識
経
験
を
有
す
る
者
｣
と
S
う
0
)
及
び
組
合
の

議
会
の
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
.
こ
の
場
合
に
お
い
て
'
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
監
査
委
負

の
数
は
二
人
と
す
る
｡

3
　
監
査
委
員
の
任
期
は
'
知
識
経
験
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
四
年
と
し
､
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任

さ
れ
る
者
に
あ
つ
て
は
議
員
の
任
期
に
ょ
る
｡
た
だ
し
'
後
任
者
が
選
任
さ
れ
る
J
P
l
で
の
間
は
､
そ
の



職
務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
を
い
｡

第
九
条
を
第
十
条
と
し
'
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
｡

(
収
入
役
)

第
九
条
　
組
合
に
'
収
入
役
を
置
-
.

2
　
収
入
役
は
､
理
事
長
の
属
す
る
市
町
村
の
収
入
役
を
も
っ
て
充
て
る
｡

3
　
収
入
役
の
任
期
は
'
そ
の
市
町
村
の
収
入
役
と
し
て
在
任
す
る
期
間
と
す
る
｡

附

　

則

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

＼

-
　
こ
の
規
約
は
､
知
事
の
許
可
の
あ
っ
た
日
か
ら
施
行
す
る
｡

2
　
こ
の
規
約
施
行
の
際
､
硯
に
改
正
前
の
中
部
市
町
村
共
同
施
設
管
理
組
合
規
約
の
規
定
に
ょ
り
議
員

と
在
っ
て
い
る
者
(
市
町
村
長
で
あ
る
議
員
を
除
-
0
)
　
は
､
改
正
後
の
中
部
広
域
行
政
管
理
組
合
規

約
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
'
そ
の
任
期
i
･
在
任
す
る
も
の
と
す
る
.


